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2024 年 8 月 

フェアコンサルティンググループは、世界 19 カ国/地域・34 のグローバル拠点を、提携ではなくフェアコンサルティングの

直営拠点として展開しています。そのうち、東南アジア・インド・オセアニア各国の情報を本ニュースレターにてお届けします。

現地の情報収集目的などにご活用ください。 

今月の掲載国は、以下のとおりです。（五十音順。国名をクリックすれば該当ページへ飛びます。） 

インド、インドネシア、オーストラリア、シンガポール、タイ、ニュージーランド、フィリピン、ベトナム、マレーシア 

 

 インド 

インド駐在が決定した際に作成するべき人事関連書類 

 

昨今インド新規進出を検討する企業が増加しております。これは中国から製造拠点の移管、インドのマーケットの大

きさを無視出来ない日系企業が増えてきたと影響があるかと思われます。そのためインドに新規駐在員を送る企業も増

加しています。 

 

海外子会社に駐在員を派遣するにあたり、日本国内の出向では論点にならない部分にも注意して人事関連書類

を作成する必要があります。特にインドでは PE（Permanent Establishment）＜恒久的施設＞リスクが他国と比

較しても非常に大きく、インド当局も積極的に課税する傾向がありますので、PE リスクを回避する一環として人事関連

書類の作成がポイントとなります。 

 

整えておくべき人事関連書類 

① 日本本社からの辞令 

日本本社からの辞令には該当出向者がインド現地法人の所属となり、給与、その他ベネフットの負担先、出向の条

件などを細かく記載しておくことが必要です。将来税務調査が入った場合に、出向者が日本本社のために働いているの

ではないと説明する書類の一つにもなります。 

 

② 出向契約書 

こちらの契約書には出向者がインドの現地法人のために勤務すること、出向先と出向元の権限と役割なども記載しま

す。日本本社が指示を出して出向者が従うケースでは、出向者が日本からの人材供給契約に基づく派遣とみなされ税

務当局から指摘される場合もありますので、インド法人は日本本社のコントロール下にないことを明記する事をお勧めし

ます。 
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③ 雇用契約書 

雇用条件、職務内容、報酬、有給休暇の規定などをインドの法律に沿って作成する必要があります。インドの労働

法は各州によって異なりますので注意が必要です。また上記同様、レポートラインは日本本社と規定することも可能です

が、上記②の理由と同様に税務リスクを考慮し避けた方が良いかと思われます。 

 

④ オファーレター、アポイントメントレター 

入社の合意確認書類となります。実質的には不要な書類となりますがインド人従業員には必要な書類となりますの

で、形式上は同様に作成することをお勧めいたします。こちらには試用期間等の条件を記載します。また退職時の

Notice Period なども記載しておくことが一般的です。 

以上 

 

Fair Consulting India Pvt. Ltd. 

Unit No.138, 139 & 140 , 1st Floor, JMD Mega Polis, Sector 48, Sohna Road, Gurgaon, 

Haryana 122-002 INDIA  

Tel：+91 124 410 2637 

岩瀬 雄一（日本国公認会計士）y.iwase@faircongrp.com  

今井 芙紗子（コンサルタント）fu.imai@faircongrp.com 

森田 浩資 ko.morita@faircongrp.com  
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 インドネシア 

１. 経済法令 

【2024 年 BPOM 規則第 14 号：オンライン食品・医薬品流通における新たな規制強化】 

国立医薬品食品管理局（BPOM）は、2024 年 8 月 5 日より施行される「2024 年規則第 14 号」を発表し、

オンラインで流通する食品および医薬品に関する監督基準を改定した。この規則により、従来の基準に代わり、電子シ

ステム事業者（PSE/PPMSE）を含む広範な事業者に対して、より厳格な規制が適用される。 

 

新規則は、医薬品、健康補助食品、化粧品、特定医療目的の加工食品（PKMK）のオンライン流通を対象とし、

事業者には電子医薬品システム（PSEF）の利用や流通証明書（CDOB）の取得が求められる。また、適正な流

通慣行の遵守が義務付けられ、オンライン販売活動における透明性と安全性が一層重視される。さらに、電子システム

の活用に関する要件も強化され、事業者はシステムの適切な管理とデータの機密性確保に努める必要がある。これに

より、規制当局による監督が強化され、不正行為や違反行為への迅速な対応が期待される。この新規制は、オンライ

ン流通業界における標準化と信頼性の向上を目指しており、事業者にとって早急な対応が求められる。特に、オンライ

ン販売プラットフォームを運営する企業には、法令遵守とシステムの適正な運用に細心の注意が求められる。 

 

BPOM は、事業者が新たな規制に迅速に適応することを期待しており、今後も監督体制の強化を図る方針である。 

 

２. 経済・社会ニュース 

【インドネシア、18 業種に対する法人税減税措置の延長を要請】 

インドネシア投資省は、2024 年 10 月 8 日に終了予定の現行法人税減税措置の延長を財務省に要望している。

延長案は、上流ベースメタル、石油・ガス精製、航空宇宙、機械部品など 18 の産業を対象とし、1,000 億ルピア以

上の新規・追加投資に対して法人税を 50％減税する措置が含まれる。また、5,000 億ルピアを超える投資には

100％の法人税減税が適用される可能性がある。投資省は、この措置が主要産業の支援に不可欠であると強調して

いる。 
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【インドネシアと日本、インドネシア・日本経済連携協定（IJEPA）改正議定書に署名】 

インドネシアと日本は8月8日、インドネシア・日本経済連携協定（IJEPA）の改正議定書に署名した。この

協定はビデオ会議を通じて行われ、貿易、サービス、電子商取引、自然人の移動（MNP）の改正を含む。日

本は112品目のインドネシア製品に対する市場アクセスを改善し、インドネシアも25品目の日本製品に対する市

場アクセスを改善することに合意した。また、両国は銀行、不動産、輸送サービスにおける市場アクセスの拡大と、

電子商取引に関する章の導入にも合意した。さらに、この協定は、日本におけるインドネシア人看護師の就労期

間を延長し、出入国手続きの改善も図る内容となっている。これにより、インドネシアの対日輸出が大幅に増加す

ると予測される。 

 

【インドネシア、国内産業保護のため織物とカーペットのセーフガード輸入関税を延長】 

スリ・ムルヤニ財務大臣は、8 月 9 日から有効となった財務大臣規則第 48/2024 号および第 49/2024 号に基

づき、織物、カーペット、その他の繊維床敷物に対するセーフガード輸入関税を正式に延長した。この規則は、インドネ

シア貿易セーフガード委員会の調査に基づき、輸入繊維製品の増加による国内産業への損害を防ぐために制定された。

セーフガード関税は、特定の国を除くすべての輸入繊維製品に適用される。この延長は、2022 年に制定された旧政

策を継続するものであり、関税は生地の種類によって 1 メートル当たり 1,382 ルピアから 25,655 ルピアの範囲で課さ

れる。カーペットやその他の繊維カバーに対しては、国際協定に基づいて関税が決定される。 

 

【インドネシアとシンガポール、ハラール製品保証に関する覚書に調印】 

インドネシアとシンガポールは、ハラール製品保証（JPH）に関する覚書（MoU）を締結し、インドネシアのハラール

製品保証機関（BPJPH）とシンガポールのイスラム宗教評議会（MUIS）がシンガポールで調印式を行った。この

MoU は、両国の国内法、規制、政策に基づき、両機関間のハラール認証やロゴに関する協力を強化し、ハラール製品

の品質保証の分野での協力をさらに発展させることを目的としている。 

 

 

PT FAIR CONSULTING INDONESIA 

16th Floor MidPlaza 1 Jl. Jend Sudirman Kav 10-11 Jakarta 10220 Indonesia 

TEL：+62 21 570 6215  

加藤 寛（日本国公認会計士）hi.kato@faircongrp.com 

Pahala Alexandra Lumbantoruan（Alex、コンサルタント）alexandra@faircongrp.com 

 

                                     YouTube で動画公開しています。 

https://youtu.be/ZnNuGrKXb4U 

    https://youtu.be/cIMdKlolMSI 

mailto:hi.kato@faircongrp.com
mailto:alexandra@faircongrp.com
https://youtu.be/ZnNuGrKXb4U
https://youtu.be/cIMdKlolMSI
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 オーストラリア  

１. 最近の出来事総集編（2024 年 7 月 26 日～8 月 16 日） 

• 7 月 26 日号：人口数と増減率について、弊グループは日本を含め 19 か国に事業展開しており、当該展開国

での人口の増減率は以下の様になっていました。オーストラリアを含め黄色のハイライト国は人口の増加率が 1％

以上ある国となっており、一方、日本を含め赤字で記載の国は人口が減少している国となります。 

 

 

• 8 月 2 日号： メルボルンでは明日 8 月 3 日（土）に Spartan Race が実施されます。今週は Thin 

Capitalization （過小資本税制）についてです。過小資本税は簡単に言うと、AU 子会社で借入に係る支

払利息の合計金額がある一定以上を超えると法人税法上、損金計上できない税制となります。オーストラリアで

は今までは資産合計平均の 60%を超える借入額の支払利息については法人税法上損金不算入とする等の

ルールがありました。ただし、概略として EBITDA の 30％を超える場合、当該超過額の支払利息については損

金不算入になると改正されています。 

• 8 月 9 日号：先週 8 月 3 日（土）の Spartan Race は無事、親子でゴールできました。最近メルボルンでは

レジオネラ症が発生していますが、感染源は明確になったと報道されていますが、念のためご注意ください。 

• 8 月 16 日号：今週はパリオリンピックの最終結果についてです。先週の途中経過から日本がしっかり追い込み

最終 3 位まであがりました。他の弊グループが展開している国の結果は以下となり、黄色のハイライト部分はオリン

ピックの金メダルの 10 位以内の国となります。残念ながら以前、私が居たベトナムはゼロでした。 
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２. オーストラリア過少資本税制の改正 

過少資本税制を改正する法案が 2024 年 3 月 27 日に連邦議会の両院で可決され、同 4 月 8 日の Royal 

Assent（国王裁可）を受け施行されています。2023 年 7 月 1 日以降に開始する課税年度から適用となりますの

で、以下概要を紹介いたします。 

① オーストラリア過少資本税制改正の概要 

• 当改正法案は、2022 年 10 月 25 日に発表された 2022-23 年度の連邦予算案の一部として提案されて

いたものである。 

• 改正により、既存の 3 つのテストがそれぞれ新しいテストに置き換えられる。 

 

• 主な改正点（Safe harbour debt test から Fixed ratio test への変更内容） 

➢ 従来：資産の金額の 60%を借入金額の上限とする方法（負債と資本の比率により算定する資産ベース

のテスト） 

➢ 改正後：Tax EBITDA×30%を上限とする方法（収益と利息の比率により算定する収入ベースのテス

ト） 
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• 従来は総支払利子により判定されたが、改正後は純支払利子（受取利子等を控除した金額）で判定され

る。 

• 支払利子等の金額が 2 百万豪ドル未満の場合に適用が除外される現行基準については改正後も継続適用

される。 

• Debt deduction creation rule が導入され、関連者からの資産取得等のために行われた借入に係る支払

利子等が損金不算入となる。 

• 適用時期 

➢ 過少資本税制の改正：2023 年 7 月 1 日以降に開始する課税年度から適用 

➢ Debt deduction creation rule の導入：2024 年 7 月 1 日以降に開始する課税年度から適用 

 

（注）オーストラリアにおける過少資本税制においては、関連者からの借入のみでなく非関連者からの借入について

も対象に含まれる。 

 

② 改正後のテスト方法 

• 既存の 3 種類のテストは改正後それぞれ新しいテストに置き換えられる。 

（*1）Tax EBITDA（Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortisation）は、

当年度の課税所得金額に純支払利子等や税務上の減価償却費等を加算し、受取配当金等を減算し

て算出 

（*2）株主継続テストまたは事業継続テスト（繰越欠損金と同様のテスト） 

（*3）グループ比率＝連結グループ外への第三者への総支払利子等÷連結グループの EBITDA（監査済連

結財務諸表に基づく会計ベースの数値） 
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（注）金融機関（Financial entities）及び認可済預金取扱機関（Authorised-deposit taking 

institution: ADI）は引き続き既存の Safe harbour debt test 及び Worldwide gearing test

の対象（改正後の Third party debt test も選択可） 

 

 

 

 シンガポール 

不法就労に対する取り締まりについて 

シンガポールにおいて就労ビザの発給を管轄する人材開発省（MOM：Ministry of Manpower）は、不法就労

に関与し就労ビザの申請に際して虚偽の申告をした疑いで 27 名を逮捕しました。 

 

MOM の職員は 17 か所の住宅地を調査し、清掃員としての雇用に必要な就労ビザを有していないにも関わらず雇

用主のもとで清掃員として不法に働き、また雇用主が手配する住居に居住するという就労ビザの条件にも違反していた

ことを理由に 13 名の移民労働者（MDWs：Migrant Domestic Workers）を逮捕しました。 

さらに、MOM は就労ビザの申請に際して虚偽の申告を行い、移民労働者 13 名の不法就労を幇助した疑いでさらに

14 名を逮捕しました。 

 

必要な就労ビザを持たずに雇用された外国人は最高 20,000SGD の罰金、最長 2 年間の懲役、またはその両方

が科せられる可能性があります。さらに有罪判決を受けた場合、シンガポールでの就労が禁止される可能性があります。 

また、就労ビザの申請において虚偽の申告を行ったことで有罪判決を受けた個人は、最高 20,000SGD の罰金、最

長 2 年間の懲役、またはその両方が科せられる可能性があります。違反した企業においては就労ビザの発給が停止さ

れ、就労ビザ申請者自身も起訴され、シンガポールでの就労が禁止される可能性があります。 

以上 

Fair Consulting Australia Pty Ltd. 

Level 31, 120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia 

Tel：+61 3 9225 5013 

讃岐 修治（豪州公認会計士）sh.sanuki@faircongrp.com 

鳥居 裕司（日本国公認会計士/米国公認会計士/豪州・ニュージーランド国勅許会計士） 

hi.torii@faircongrp.com 

YouTube で動画公開しています 

https://youtu.be/7ORNm--fGSc 

  

mailto:sh.sanuki@faircongrp.com
mailto:hi.torii@faircongrp.com
https://youtu.be/7ORNm--fGSc
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 タイ  

【解雇補償金の所得税非課税対象の拡大】 

 

解雇補償金の所得税非課税対象拡大に関する財務省令第 394 号（2024 年）が 2024 年 7 月 17 日付で

官報に告示されました。 

 

会社都合により解雇された場合に勤続年数に応じて支払われる解雇補償金について、個人所得税上、一定額ま

では非課税措置が適用されます。今回の改訂により非課税対象が「過去 300 日分以下の賃金で上限 30 万バーツ」

から「過去 400 日分以下の賃金で上限 60 万バーツ」に拡大されることになりました。 

ただし、定年退職または雇用契約終了により支給された解雇補償金は対象外となります。 

本通達の適用開始は 2023 年 1 月 1 日以降に支給された所得となりますが、2023 年 1 月 1 日以降に解雇補

償金を受け取り、すでに所得税を申告・納付している場合は還付請求が可能です。還付請求の期限は申告期限日

から 3 年以内となります。 

 

財務省：通達 17.7.2024 

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/37768.pdf 

 

以上 

Fair Consulting Singapore Pte. Ltd. 

8 Temasek Boulevard #35-02A Suntec Tower Three, Singapore 

TEL：+ 65 6338 3180 

道中 泰雄（日本国公認会計士/公認内部監査人）ya.michinaka@faircongrp.com 

伊藤 潤哉（日本国公認会計士）ju.ito@faircongrp.com 

YouTube で動画公開しています 

                         https://youtu.be/T3Jp3zIdM80 

 

  

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/37768.pdf
mailto:ya.michinaka@faircongrp.com
mailto:ju.ito@faircongrp.com
https://youtu.be/T3Jp3zIdM80
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Fair Consulting (Thailand) Co., Ltd. 

18th Floor, 29 Bangkok Business Center, Soi Sukhumvit 63 (Ekkamai), Sukhumvit Road, 

Klongton Nuae, Wattana, Bangkok, 10110 Thailand 

Tel：+ 66 2 726 9772 

大谷 祐輔（日本国公認会計士）yu.otani@faircongrp.com 

山本 有里子（コンサルタント）yu.yamamoto@faircongrp.com 

中島 弘貴（日本国公認会計士）hi.nakajima@faircongrp.com 

 

 ニュージーランド 

ニュージーランドの年金制度について 

 

ニュージーランドには以下の 2 種類の年金制度があります。 

A. New Zealand Superannuation 

B. KiwiSaver 

 

A. New Zealand Superannuation (NZ Super） 

NZ Super は掛け金なしの年金制度です。受給資格は以下のとおりです。 

• 65 歳以上（2040 年までに 67 歳以上に変更される予定です。） 

• ニュージーランドの市民権か永住権の保持者 

• 以下のニュージーランド最低居住年数条件を満たすこと、かつ、居住年数のうち 5 年間は 50 歳以降であるこ

と 

生年月日 
最低居住年数 

（20 歳以降の年数のみカウント） 

1959 年 6 月 30 日以前 10 年 

1959 年 7 月 1 日～1961 年 6 月 30 日 11 年 

1961 年 7 月 1 日～1963 年 6 月 30 日 12 年 

1963 年 7 月 1 日～1965 年 6 月 30 日 13 年 

1965 年 7 月 1 日～1967 年 6 月 30 日 14 年 

1967 年 7 月 1 日～1969 年 6 月 30 日 15 年 

1969 年 7 月 1 日～1971 年 6 月 30 日 16 年 

1971 年 7 月 1 日～1973 年 6 月 30 日 17 年 

1973 年 7 月 1 日～1975 年 6 月 30 日 18 年 

1975 年 7 月 1 日～1977 年 6 月 30 日 19 年 

1977 年 7 月 1 日以降 20 年 

mailto:yu.otani@faircongrp.com
mailto:yu.yamamoto@faircongrp.com
mailto:hi.nakajima@faircongrp.com
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年金額は個々の状況によって変わります。2024 年 8 月現在の NZ Super 以外の所得がなく、通常の税率が適用さ

れる場合の年金額です。 

受給者の状況 
隔週で支払われる 1 回の支給

額（NZD） 
年間合計支給額（NZD） 

独身者でひとり暮らし又は扶養する子供と

暮らしている場合 
1,043.24 27,124.24 

独身者で他者と暮らしている場合 963.32 25,046.32 

配偶者がおり、各人に受給資格がある場合 1 名あたり 803.48 

2 名合計 1,606.96 

1 名あたり 20,890.48 

2 名合計 41,780.96 

配偶者がおり、その内 1 名のみ受給資格が

ある場合 

受給資格がある 1 名のみ対象

803.48 
20,890.48 

 

B. KiwiSaver 

KiwiSaver はニュージーランド政府主導の確定拠出型年金です。加入資格は以下のとおりです。 

• ニュージーランドの市民権か永住権の保持者 

• 加入時にニュージーランドに居住していること 

 

以下、ニュージーランドの事業者が従業員を雇用する際に必要な KiwiSaver 関連手続です。 

 

1. 雇用者は KiwiSaver 情報パック（KiwiSaver Information pack 以下の a～c 3 点）を従業員に就労開

始から 7 日以内に提供します。 

a) Your introduction to KiwiSaver - employee information - KS3 

https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-

guides/ir1---ir99/ks3/ks3-09-2020.pdf 

b) KiwiSaver deduction form - KS2 

https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-

guides/ir1---ir99/ks2/ks2-09-2020.pdf 

c) Opt-out request - KS10 

https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-

guides/ir1---ir99/ks10/ks10-2020.pdf 

 

2． 雇用者は以下の規定のフォームを使用して従業員情報（納税者番号、氏名、住所等）をニュージーランド国税

局（IRD）にオンラインまたは郵送で提出します。 

 

https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir1---ir99/ks3/ks3-09-2020.pdf
https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir1---ir99/ks3/ks3-09-2020.pdf
https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir1---ir99/ks2/ks2-09-2020.pdf
https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir1---ir99/ks2/ks2-09-2020.pdf
https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir1---ir99/ks10/ks10-2020.pdf
https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir1---ir99/ks10/ks10-2020.pdf
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New employee and KiwiSaver details IR346K 

https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---

ir399/ir346k/ir346k-2020.pdf 

3. KiwiSaver 加入資格があり、かつ 18 歳以上、65 歳未満の従業員について、自動的に KiwiSaver 加入対象

者となります。初回給与支給日から KiwiSaver の従業員負担分を源泉徴収し、雇用者負担分と合わせて IRD

に納付します。従業員は従業員負担額を給与総支給額の 3%、 4%、 6%、 8% 、10%のいずれから選択で

きます。雇用者負担額は給与総支給額の 3%です。 

 

4. 自動的に KiwiSaver に加入した従業員が非加入の意思がある場合、Opt-out request - KS10 フォームを雇

用者に提出します。雇用者は IRD に KS10 フォームを受領します。合わせて、KiwiSaver の従業員負担分の源

泉徴収および、IRD への納付を停止します。納付済みの源泉徴収額相当は IRD から還付されます。 

 

以上 

 

Fair Consulting New Zealand Limited 

Level 33, 23-29 Albert Street, Auckland Central, Auckland 1010, New Zealand 

Tel：+64 9 985 5614 

藤原 裕美（豪州公認会計士）hi.fujiwara@faircongrp.com 

YouTube で動画公開しています 

https://youtu.be/WVbWcktA6nU 

 

 

 フィリピン 

1. POGO の全面禁止 

2024 年 7 月 22 日、ボンボン・マルコス大統領は第 3 回施政方針演説にて海外向けオンラインギャンブル運営業

者(POGO: Philippine Offshore Gaming Operator)を全面的に禁止にすると表明し、2024 年 12 月までにフィ

リピン国内でのギャンブル事業を停止するようフィリピン娯楽賭博公社(PAGCOR: Philippine Amusement and 

Gaming Corporation)に指示した。大統領の POGO 全面禁止宣言以降、フィリピン各行政機関にて POGO 禁止

に関する動きが強まっている。フィリピン移民局(BI: Bureau of Immigration)は、全ての POGO 事業に従事してい

る外国人は大統領の POGO 全面禁止宣言から 60 日以内にフィリピンを出国するよう呼び掛けている。 

https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir346k/ir346k-2020.pdf
https://www.ird.govt.nz/-/media/project/ir/home/documents/forms-and-guides/ir300---ir399/ir346k/ir346k-2020.pdf
mailto:hi.fujiwara@faircongrp.com
https://youtu.be/WVbWcktA6nU
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2. 納税簡易化法におけるインボイスの要件に関する Q&A の公表 

フィリピン内国歳入庁 (BIR: Bureau of Internal Revenue) は 2024 年 7 月 11 日に公表された歳入覚書

回状 (RMC: Revenue Memorandum Circular) No.77-2024 において、同年 1 月に成立した納税簡易化

法(EOPT: Ease of Paying Taxes Act)において改正されたインボイス要件について、Q&A 形式で説明がされてい

る。当該 RMC は既存の通達(歳入規則(RR) No.7-2024, No.11-2024)の内容を解説しているものである。 

 

主な Q&A の内容は以下の通り。 

• サービス事業者は EOPT 法の施行後、新しい印刷許可(ATP:Authority to Print)を BIR に申請し、インボイ

スを発行する必要がある。ただし、移行期間中は印刷済み未使用の公式領収書(OR:Official Receipt)を変

換することで引き続き使用することは可能である。(Q&A 5) 

• 発行済みの OR を補完的な書類として従来通り発行することは可能であるが、”THIS DOCUMENT IS NOT 

VALID FOR CLAIM OF INPUT TAX”という文言が挿入されていない OR の発行はペナルティの対象となり得

る。（Q&A 8、9） 

• 売り手印刷済み未使用の OR をインボイスに変換して使用する場合、「Official Receipt」と記載されている標

題に取り消し線を引き、「Invoice, Service Invoice」等の請求書名をスタンプする必要がある。また、変換後

のインボイスには税法第 237 条で規定されている事項を含め、RR No.7-2024 で規定されている要求事項が

記載されている必要がある。（Q&A 10） 

• 納税者が印刷済み未使用の OR をインボイスに変換して使用する場合、税務署に事前承認を得る必要はない

が報告は必要である。また、納税者は印刷済み未使用の OR を使い切る前に新しい請求書発行の ATP を取得

する必要がある。（Q&A 20） 

 

なお、Q&A は合計 33 個公表されており、詳細については RMC No.77-2024 の原文を確認して頂きたい。 
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3. 7 月中に発表されている会計・税務等に関する主な内容 

発行日 発行元 通達番号 内容 

7 月 3 日 BIR 
RMO 

No. 25-2024 

支払い済みの源泉徴収額のうち未使用の税

額控除金額の還付申請の処理に関する指

針、手続きが公表された。 

7 月 3 日 BIR 
RMO 

No. 27-2024 

誤って若しくは違法に受領した税額の還付、

または誤って課された罰金の還付請求の処理

に関する指針、手続きが公表された。 

7 月 17 日 SEC 
プレスリリース 

No. 2024-70 

証券取引委員会(SEC: Securities and 

Exchange Commission)は、SEC への登

録申請をより効率的にするために新しく 5 つの

電子サービスに着手したと発表。 

 

FAIR CONSULTING GROUP PHILIPPINES, INC. 

Unit 2103, 21F, Philippine Axa Life Centre, 1286 Sen.Gil Puyat Ave. corner Tindalo St., Makati 

City, Metro Manila, Philippines 1200  

TEL：+63 2 8832 5408 

杉山 陽祐（米国公認会計士・米国税理士）yo.sugiyama@faircongrp.com 

大久保 匠悟（日本公認会計士）sho.okubo@faircongrp.com 

渡邊 悠 ha.watanabe@faircongrp.com 

                                 YouTube で動画公開しています。 

                                 https://youtu.be/vB2uUlhhLDo&t 

                       https://youtu.be/1Skwfwir8-E&t=1s 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yo.sugiyama@faircongrp.com
mailto:sho.okubo@faircongrp.com
mailto:ha.watanabe@faircongrp.com
https://youtu.be/vB2uUlhhLDo&t
https://youtu.be/1Skwfwir8-E&t=1s
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 ベトナム  

ベトナム子会社からの配当について 

 

1. はじめに 

ベトナム子会社から親会社への資金還流方法として、一般的に借入金の利息、ロイヤルティ、配当金等があり

ます。利息、ロイヤルティは移転価格の観点からの検討が必要であることに加え、支払い時にベトナム特有の税制

である外国契約者税が発生します。一方配当金は、親会社が日本法人の場合、日越租税条約の適用によりベ

トナム側での源泉徴収はありません。また日本法人側でも外国子会社配当益金不算入制度の適用により、受

取った配当金の 95%を益金不算入として取扱うことが可能であることから、税務リスク・コストが比較的低い手法

と言えます。本稿では、配当を行ううえでの要件や具体的な手続きについてご説明いたします。 

 

２．配当を行うための要件と配当可能上限金額 

配当の実施にかかる決定は親会社の権利として、企業法第 76 条第 1 項第 11 号に以下の通り規定されて

います。 

• 納税義務及びその他の財産的義務を果たした後の会社の利益の使用について決定する 

• 配当を行うためのベトナム子会社の要件は以下の通りです。 

• 申告納税義務が完了していること（通達 No. 186/2010/TT-BTC 第 4 条第 1 項） 

• 繰越欠損金がないこと（通達 No. 186/2010/TT-BTC 第 3 条第 3 項） 

• また配当可能上限金額は通達 No.186/2010/TT-BTC 第 3 条第 1 項にて以下の通り規定されて

います。 

• 監査済み財務諸表に基づく税引き後利益 ＋ 利益剰余金（確定申告後） – 再投資金額（あれ

ば） 
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3．手続きの流れ 

配当を行うにあたっては、以下の手続きを行う必要があります。 

No. ステップ 必要書類 

1 送金する配当金額にかかる詳細資料の準備 
・出資者の配当決定書 

・ベトナム子会社の配当金を拠出することにかかる議事録 

2 税務当局へ未納税額の有無の確認 - 

3 

税務当局への配当金の通知 

（通達 No.186/2010/TT-BTC 第 5 条） 

税務当局内での処理所要期間は最低 

7 営業日 

・No.1 の書類 

・税務当局所定フォーマットによる配当金通知書 

・監査済み財務諸表 

・法人所得税申告書 

4 税務当局承認後、銀行経由で海外送金 
・銀行所定の送金フォーマット 

・その他（銀行によって異なるため取引銀行へ要確認） 

 

4．おわりに 

本稿ではベトナム子会社から配当を行う場合の要件や必要手続きについてご説明しました。関連法令は更新

される可能性がございますので、配当をご検討の際は事前に最新法令に精通した税務専門家へご確認いただくこ

とをお勧めいたします。 

以上 

Fair Consulting Vietnam Joint Stock Company 

■Hanoi Office  

3F, Leadvisors Place, 41A Ly Thai To Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam 

TEL：+ 84 24 3974 4839 

石井 大輔 （日本国公認会計士）da.ishii@faircongrp.com 

■Ho Chi Minh Office  

Unit 7, 8th Floor, Riverbank Place, 3C Ton Duc Thang St, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi 

Minh City, Vietnam 

TEL：+ 84 28 3910 1480 

葉山暁彦 (日本国公認会計士) ak.hayama@faircongrp.com 

                           YouTube で動画公開しています。 

                          https://youtu.be/zYl7wJYao7w  

mailto:da.ishii@faircongrp.com
file:///C:/Users/石嶋美伶/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7TYCQ2HM/ak.hayama@faircongrp.com
https://youtu.be/zYl7wJYao7w
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 マレーシア  

MD ステータスに関するガイドライン 

マレーシア・デジタルエコノミー公社（MDEC）は、デジタル経済の発展のため「マレーシアデジタル（Malaysia 

Digital: MD）」を開始しております。2024 年 4 月現在、5,000 社超が MD ステータスを取得しています。MD ス

テータスは、MDEC を通じて、MD 関連の活動を行う適格企業に与えられます。MD ステータスを取得した企業は、税

制優遇等のメリットを受けることができます。 

最近、MD ステータスに関するご相談を複数いただいたため、以下に概要をまとめさせていただきます。 

 

1. 適格要件 

• 会社法 2016 に基づいて設立されたマレーシア法人 

• MD 対象の事業を行っていることまたは計画していること 

 

2. MD ステータスの条件 

MD ステータスの承認日から 12 ヶ月以内に遵守するべき条件 

①  活動 マレーシア国内で MD 認可活動を開始すること 

②  知識労働者 月額給与が RM5,000 以上のフルタイムの従業員を 2 名以上雇用すること 

③  営業経費 年間 RM50,000 以上の MD 認可活動のための営業経費を使うこと 

④  資本金 最低資本金は RM1,000 
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３． 対象となる事業内容 

1) ビッグデータ分析(BDA) 

2) 人工知能(AI) 

3) フィンテック（Fintech) 

4) IOT 

5) サイバーセキュリティ（テクノロジー/ソフトウェア/設計及びサポート) 

6) データセンターとクラウド 

7) ブロックチェーン 

8) クリエイティブメディアテクノロジー 

9) シェアリングエコノミー 

10) ユーザインターフェイスとユーザエクスペリエンス(UI/UX) 

11) 集積回路(IC)設計と組み込みソフトウェア 

12) 3D プリント；(テクノロジー/ソフトウェア/設計及びサポート) 

13) ロボット工学（テクノロジー/ソフトウェア/デザイン) 

14) 自律技術 

15) システム/ネットワーク建築設計及びサポート 

16) グローバルビジネスサービスまたは知識処理のアウトソーシング 

17) バーチャル、拡張現実 

18) ドローン技術 

19) 先端テレコム技術 

20) その他、デジタルエコシステムにとって重要であるとして、承認委員会の承認を得た新技術。 

４． MD ステータスのメリット 

1) MD Bill of Guarantees（BoGs） 

BoGs とは、以下のようなインセンティブ、権利、恩典で、MD ステータスを取得した企業が利用または申請す

ることができます。なお、MD ステータス企業はマレーシア国内であればどこでも MD 活動を行うことができます。 

• 知識労働者（外国人）の雇用認可 

• 税制優遇措置（所得税免除、または投資税額控除）※ 

• マルチメディア/ICT 機器の輸入税および Sales Tax の免除 

• MD サイバーシティ/サイバーセンターで利用できるビジネスインフラ 

• MD 活動に必要な不動産取得に係る外資規制の免除 

• フレキシブルな資金調達及び海外送金 
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2) 税制優遇措置 

① New Investment Incentive（新規投資にかかる税制優遇） 

A) 税率低減（最大 10 年） 

知的財産に関連する適格所得…0% 

知的財産以外に関連する適格所得…5%または 10% 

B) 投資税額控除（最大 5 年） 

適格投資の 60%または 100%の投資税額控除 

② Expansion Incentive（新規投資にかかる税制優遇を満了した企業向け税制優遇） 

C) 税率低減（最大 5 年） 

知的財産に関連する適格所得…15% 

知的財産以外に関連する適格所得…15% 

D) 投資税額控除（最大 5 年） 

適格投資の 30%または 60%の投資税額控除 

 

3) その他のメリット 

• 国内外の市場やエコシステムへのアクセス 

• ビジネスマッチング、パートナーシップ 

• 助成金や資金調達の円滑化 

• MD 関連プログラムへの参加 

 

5. 申請のフロー 

1) オンライン申請 

下記のウェブサイトから申請することができます。 

https://mdec.my/malaysiadigital/apply/ 

2) 申請受付 

• 申請後、申請受領証が登録メール宛に送付される。 

• 予備審査があり、条件を満たしていない場合は再申請を行う。 

• 予備審査に通過した場合、予備審査の受領証が登録メール宛に送信される。 

 

 

https://mdec.my/malaysiadigital/apply/
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3) 評価 

• 各申請はビジネス・アナリストによって評価される。 

• 評価の段階で申請者は、必要に応じて、申請をサポートするための追加情報を提供し、予定している活動内

容をビジネス・アナリシスに提示することができる。 

• 評価に通過した場合、通知メールが送信される。 

4) 承認委員会 (Approval Committee) 

以下の各委員会によって承認または却下のレターが発行されます。MD-CC の承認後、MDEC から MD Digital 

Certificate が発行されます。 

• MD ステータス  

Malaysia Digital – Coordination Committee (MD-CC) 

• 税制優遇制度(任意) 

National Committee of Investment (NCI) 

5) 申請手数料 

• MD ステータス 

RM1,080(税込) 

• MD ステータス及び税制優遇措置 

RM2,160(税込) 

以上 

 

 

Fair Consulting Malaysia Sdn. Bhd. 

Suite 2B-2-1, Level 2, Tower 2B, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, 

50470 Kuala Lumpur, Malaysia   

TEL：+ 60 3 2742 7790 

松本 健太朗（日本国公認会計士）ke.matsumoto@faircongrp.com  

池田 莉菜 (日本国公認会計士) ri.ikeda@faircongrp.com 

YouTube で動画公開しています。 

https://youtu.be/5aIfxofcfrU 

https://youtu.be/jSdnxYrhBrE 
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【本ニュースレターおよび、弊社サービス全般に関するお問い合わせ先】 

株式会社フェアコンサルティング https://www.faircongrp.com/  

〒104-0045 東京都中央区築地一丁目 12-22 コンワビル 7 階 

TEL：+81-3-3541-6863 

Global RM 部 grm@faircongrp.com 

YouTube チャンネルでも、情報発信しています。チャンネル登録もお願いいたします。

https://www.youtube.com/c/FairConsultingGroup          
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越境ワーク 東南アジア編 

https://youtu.be/g5fg1dsP7Qg 
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